
淀川水系の流域図

琵琶湖・淀川流域面積比率

出典：琵琶湖河川事務所HP
（滋賀県加筆）

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、三重の

2府4県にまたがる琵琶湖・淀川流域の面積

は8,240km2、その中で琵琶湖流域面積は

3,848km2（琵琶湖を含む）で、淀川流域の

47%、滋賀県の面積の96%を占めている。

琵琶湖の面積は約674km2で琵琶湖周辺に

降った雨は河川から一旦琵琶湖に流入し、

唯一の自然流出河川の瀬田川から宇治川を

通り、京都府の山崎付近で木津川、桂川と

合流し、淀川となって大阪湾に注いでいる。

淀川水系の概要 ～2府4県にまたがり、流域面積は8,240km2～
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琵琶湖の水位 ～琵琶湖に入る水、琵琶湖から出ていく水～

平成25年台風18号豪雨時の
琵琶湖への流入量と瀬田川からの放流量

琵琶湖に直接流入してくる河川は、姉川、安曇川、野洲

川などの一級河川だけでも117本を数え、大雨が降れば、

琵琶湖への流入量はたいへん多くなる。平成25年9月の台風

18号豪雨では、流入量は最大で毎秒6,000立方メートルに達

した。

一方、琵琶湖からの出口は瀬田川１本だけで放流量は最

大でも毎秒800立方メートル程度となっている。

このように、大雨が降ると琵琶湖に流入する

水の量が琵琶湖から出ていく水の量よりも桁違

いに多いので、その水は琵琶湖にたまり水位上

昇し、琵琶湖は必然的に高水位になる。

また、琵琶湖の水位上昇と下降速度は緩やか

で、琵琶湖の水位が最高になるのは、下流の淀

川の流量（枚方地点）がピークを過ぎて減少し

始めたあとで、この時間差は約１日という特徴

がある。
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出典：琵琶湖河川事務所HP

（滋賀県加筆）



瀬田川洗堰操作規則制定までの経緯

＜昭和36年（現洗堰完成時）＞

過去からの上・下流の利害対立があったことや、当時は旧河川法の時代であり操作規則等の制度に関する

明文規定がなかったことから、操作規則がなかった。このため、旧洗堰設置後からの操作の原則である「な

るべく琵琶湖水位+0.3m～-0.3mの間で調整し、下流洪水の時には洗堰を閉塞する」に則り操作が行われた。

＜昭和39年（河川法改正）＞

河川法第１４条の規定により、操作規則を定めなければならなくなったが、これまでの経緯から建設省と

関係府県知事が納得できるような操作規則をつくることは困難を極めた。

＜昭和41年7月＞

近畿地方建設局より滋賀県に対して、操作規則の具体案を示されたところ、県議会の審議結果として、

反対の意見が伝えられ、操作規則の制定は懸案事項として残った。

＜昭和47年～昭和54年＞

琵琶湖総合開発特別措置法が制定された昭和47年以降、滋賀県から早期に操作規則を制定して欲しい旨の

要望が何度も出されたが、将来また琵琶湖総合開発後の操作規則に変更する必要があることから、昭和54年

に近畿地方建設局長から滋賀県知事に対し、「洗堰の操作規則は、琵琶湖総合開発の終了時点において定め

る。」旨の通知をすることで制定問題については先送りされた。
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出典：琵琶湖河川事務所HP

（滋賀県加筆）



瀬田川洗堰操作規則の制定

瀬田川洗堰操作規則制定（旧洗堰完成から約90年、現洗堰が完成した昭和36年以来約30年の歳月）

上下流の合意に基づく洗堰操作規則が平成4年3月に制定された。

なお、規則制定に際し、滋賀県知事から以下の意見が出された。

淀川水系瀬田川洗堰操作規則について（回答）（一部抜粋）

・ 瀬田川洗堰を全開することを原則とし、宇治川および淀川の洪水防御のため、やむを得ず全閉若しくは

制限放流する場合は、その時間を最小限にとどめられたいこと。

・ 洗堰操作に関して、毎年定期的に、また必要に応じて適宜滋賀県と意見交換する機会を設けられたい

こと。

・ 琵琶湖治水事業の効果が十分発揮されるよう、洗堰下流の瀬田川、宇治川および淀川の改修ならびに

大戸川ダム建設事業、天ヶ瀬ダム再開発事業を精力的に進められたいこと。
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出典：琵琶湖河川事務所HP

（滋賀県加筆）



瀬田川洗堰操作規則 ～琵琶湖水位の管理～

出典：琵琶湖河川事務所HP
5



6

天ヶ瀬ダムの操作等 瀬田川洗堰の操作

予備放流（洪水に備えて水位を低下）を実施 毎秒200立方メートル以下

洪水調節を実施（天ヶ瀬ダムへの流入量が
毎秒840立方メートル以上のとき）

全閉

枚方地点（淀川）の水位+3.0mを超え、かつ
+5.3mを超えるおそれがあるときから枚方地
点の水位が低下し始めたことを確認するまで

全閉

洪水調節後の水位低下のための操作を実施 毎秒300立方メートル以下

大雨が降ると琵琶湖よりも早い時期に
宇治川や淀川の水位が上昇

宇治川や淀川の氾濫が起こりそうな場合瀬田川洗堰からの放流量を制限

淀川の水位が下がり始めたら
瀬田川洗堰の放流量を増やして琵琶湖の水位上昇を抑制

瀬田川洗堰操作規則 ～洪水時の操作～

出典：琵琶湖河川事務所HP
（滋賀県加筆）



平成25年台風18号豪雨と瀬田川洗堰操作 ～操作規則制定後初めての全閉操作～

台風18号において、琵琶湖水位は約1m(B.S.L.-20cm→+77cm)上昇した。その間、天ヶ瀬ダムでは、洪水調節

開始流量(毎秒840立方メートル)を上回る流入量となったことから、瀬田川洗堰は操作規則に基づき全閉操作

が行われた。（※全閉時間は約12時間：16日2:40～14:30）

一方、琵琶湖流域の豪雨は、琵琶湖流入河川から琵琶湖へ流入し、流入河川の水位ピークから約1日程度遅

れて、琵琶湖の水位がピークとなった。
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琵琶湖水位は
約1m上昇
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（滋賀県加筆）
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平成29年台風21号豪雨と瀬田川洗堰操作 ～操作規則制定後2回目となる全閉操作～
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台風21号において、琵琶湖水位は約0.8m（B.S.L.-18cm→+64cm）上昇した。その間、天ヶ瀬ダムでは、洪水

調節開始流量(毎秒840立方メートル)を上回る流入量となったことから、瀬田川洗堰は操作規則に基づき全閉

操作が行われた。（※全閉時間は約1.5時間：23日1:52～3:30）

一方、琵琶湖流域の豪雨は、琵琶湖流入河川から琵琶湖へ流入し、流入河川の水位ピークから約1日程度遅

れて、琵琶湖の水位がピークとなった。
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出典：近畿地方整備局HP
（滋賀県加筆）



環境に配慮した瀬田川洗堰操作 ～春先の魚類の産卵・生育への配慮～

出典：雑誌河川2015年3月号
（滋賀県加筆）
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課題：瀬田川洗堰の水位操作により、魚類が産卵する春期(4～6月)の水位操作は、急激に水位を下げた場合、
卵が干出してしまうことから、環境に配慮した適切な操作が求められていた。

対応：近畿地方整備局琵琶湖河川事務所では、平成15年度～平成25年度の試行操作を踏まえ、平成26年度か

ら環境（特に魚類の産卵）に配慮した瀬田川洗堰操作が行われている。
しかし、ホンモロコでは依然多くの卵が干出しているため、ホンモロコの産卵生態を調べ、これらの
研究成果を国と共有し、課題を解決する必要がある。

目標水位：+10cm

洪水期制限水位：-20cm

配慮しない場合の水位

産卵した卵が孵化するまでの期間、水位を維持するため、

水位が±0cm以上で産卵が増加傾向であるため、

今後の堰操作のイメージ



環境に配慮した瀬田川洗堰操作 ～春先の魚類の産卵・生育への配慮～
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実施方針

瀬田川洗堰操作規則に則った操作の中で、治水・利水
に影響のない範囲で穏やかな水位操作に努める。
今後も、制限水位への移行期において、治水・利水へ
の影響を把握しつつ、上下流に大きなインパクトを与える
全開放流を極力行わないよう、計画的な水位低下につい
て検討していく。

平成27年度は制限水位への移行期において、例年より
降雨が多く、水位調整が非常に困難であった。

出典：近畿地方整備局HP

平成25年度の試行操作（案）とりまとめ後の実施方針および実施状況は以下のとおり。

実施内容・結果



第１章 総 則

（通則）
第１条 瀬田川洗堰（建設省近畿地方建設局長（以下「局長」という。）が
管理する同堰の既設部分及び水資源開発公団が管理し、その操作等に関する
業務を局長に委託した同堰の改築により生じた施設をいう。以下「洗堰」と
いう。）の操作については、この規則の定めるところによる。

（堰の用途）
第２条 洗堰は、琵琶湖周辺の洪水防御、琵琶湖の水位の維持、洗堰下流の
淀川（以下「下流淀川」という。）の洪水流量の低減及び流水の正常な機能
の維持並びに水道用水及び工業用水の供給をその用途とする。

（操作の規則）
第３条 洗堰の操作は、建設省琵琶湖工事事務所長（以下「所長」とい
う。）が行うものとする。

第２章 琵琶湖の水位等

（洪水期間及び非洪水期間）
第４条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。
一 洪水期間 ６月１６日から１０月１５日までの期間
二 非洪水期間 １０月１６日から翌年６月１５日までの期間

（かんがい期間及び非かんがい期間）
第５条 かんがい期間及び非かんがい期間は、次の各号に定める期間とする。
一 かんがい期間 ６月１５日から９月２０日までの期間
二 非かんがい期間 ９月２１日から翌年６月１４日までの期間

（基準水位）
第６条 琵琶湖の基準水位（以下「基準水位」という。）は、T.P.＋８４．
３７１メートルとする。

（琵琶湖の水位）
第７条 琵琶湖の水位は、片山、彦根、大溝、堅田及び三保ヶ崎の各水位観
測所に設置された水位計の測定値の平均値とする。

（計画高水位）
第８条 琵琶湖の計画高水位は、基準水位＋１．４０メートルとする。

（常時満水位）
第９条 琵琶湖の常時満水位は、基準水位＋０．３０メートルとする。

（制限水位）
第10条 洪水期間における琵琶湖の制限水位は、次の各号に掲げる期間におい
て、それぞれ当該各号に定める水位とする。
一 ６月１６日から８月３１日までの期間 基準水位―０．２０メートル
二 ９月１日から１０月１５日までの期間 基準水位―０．３０メートル

（利用低水位）
第11条 琵琶湖の利用低水位は、基準水位―１．５０メートルとする。

第３章 琵琶湖周辺の洪水防御及び下流淀川の洪水流量の低減のための操作等

（洪水警戒体制）
第12条 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制を執
らなければならない。
一 建設省近畿地方建設局（以下「局」という。）及び大阪管区気象台から淀
川洪水予報が発せられたとき。
二 建設省琵琶湖工事事務所又は淀川工事事務所から淀川に係る水防警報が発
せられたとき。
三 彦根地方気象台から滋賀県の降雨に関する注意報又は警報が発せられた場
合において、所長が必要と認めるとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、所長が必要と認めるとき。

（洪水警戒体制における措置）
第13条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次
に掲げる措置を執らなければならない。
一 局、建設省淀川ダム統合管理事務所、淀川工事事務所、滋賀県、水資源開
発公団琵琶湖総合管理所、彦根地方気象台その他の関係機関との連絡、気象及
び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。
二 ゲート及びゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源
設備の試運転その他洗堰の操作に関し必要な措置。
三 洗堰を操作する必要があると見込まれる場合においては、当該操作に必要
な要員を確保すること。

（琵琶湖周辺の洪水防御）
第14条 所長は、琵琶湖の水位は、洪水期間にあっては制限水位を、非洪水期
間にあっては常時満水位を超えているとき又は超えることが予測されるときは、
洗堰からの放流により、琵琶湖の水位をこれらの水位に低下させ、又は琵琶湖
の水位の上昇を抑制しなければならない。
２ 所長は、前項の場合において、琵琶湖周辺の洪水を防御するため、速やか
に、水位を低下させ、又は水位の上昇を抑制する必要があるときは、洗堰の既
設部分を全開しなければならない。

（参考１）瀬田川洗堰操作規則 ～平成4年3月制定～
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（下流淀川の洪水流量の低減）
第15条 所長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、
洗堰からの放流量を当該各号に定める流量以下に制限しなければならない。
一 天ヶ瀬ダムにおいて予備放流のための操作が行われているとき 毎秒

２００立方メートル
二 天ヶ瀬ダムにおいて洪水調節の後の水位低下のための操作が行われて

いるとき 毎秒３００立方メートル
２ 所長は、前条の規定にかかわらず、天ヶ瀬ダムにおいて洪水調節が開始
されたときから洪水調節の後の水位低下のための操作が開始されるまで、洗
堰を全閉しなければならない。
３ 所長は、前条の規定にかかわらず、枚方地点の水位（枚方水位観測所に
設置された水位計の測定値という。以下同じ。）が現に零点高（O.P.＋６．
８６８メートルをいう。以下同じ。）＋３．０メートルを超え、かつ零点高
＋５．３メートルを超えるおそれがあるときから枚方地点の水位が低下し始
めたことを確認するまで、洗堰を全閉しなければならない。

（非常洪水時の操作）
第16条 琵琶湖周辺又は下流淀川において重大な洪水被害が生じ、若しくは生
ずるおそれがある場合における洗堰の操作は、前２条の規定によらないこと
ができる。

（洪水警戒体制の解除）
第17条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、
これを解除しなければならない。

第４章 流水の正常な機能の維持並びに水道用水及び工業用水の供給のため
の操作

（流水の正常な機能の維持並びに水道用水及び工業用水の供給）
第18条 所長は、下流淀川の流水の正常な機能の維持並びに水道用水及び工業
用水の供給のための必要があると認める場合においては、次条の規定による
非常渇水時の操作を行うときを除き、高山ダム、青蓮寺ダム及び日吉ダムか
らの供給を併せて、枚方地点において、かんがい期間にあっては毎秒１８６．
５１立方メートル、非かんがい期間にあっては毎秒１６９．７１立方メート
ルを限度として必要な流量を確保するため、これに必要な流水を洗堰から放
流しなければならない。
２ 前項の操作は、琵琶湖の水位の維持に配慮して行うものとする。

（非常渇水時の操作）
第19条 琵琶湖の水位が利用低水位を下回る場合における洗堰の操作について
は、建設大臣が関係府県知事の意見を聴いて決定する。

第５章 放流及びゲートの操作

（洗堰の操作）
第20条 洗堰の操作は、第14条から第16条まで及び前２条に規定する場合のほ
か、次の各号の一に該当する場合において行うことができる。
一 第10条第１号又は第２号の期間に移行するに際し、琵琶湖の水位をそれ

ぞれ当該制限水位に低下させるとき。
二 第24条の規定により、ゲート又はバルブ（以下「ゲート等」をいう。）

の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。
三 前２号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由があるとき。

（放流量の変更）
第21条 所長は、洗堰からの放流量を変更する場合においては、洗堰上流の水
位及び流速並びに洗堰下流の水位に急激な変動を生じないよう努めなければな
らない。

（放流に関する通知等）
第22条 所長は、洗堰からの放流量の変更によって流水の状況に著しい変化を
生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するために必要
があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するととも
に、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。

（ゲート等の操作）
第23条 洗堰のゲート等の操作については、この規則に定めるもののほか細則
で定める｡

第６章 点検、整備等

（計測、点検及び整備）
第24条 所長は、洗堰及び洗堰に係る施設等を常に良好な状態に保つため必要
な計測、点検及び整備を行わなければならない。

（観測）
第25条 所長は、細則で定めるところにより、洗堰の操作に必要な気象及び水
象の観測を行わなければならない。

（記録）
第26条 所長は、細則で定めるところにより、ゲート等の操作、第24条の規定
による計測、点検及び整備並びに前条の規定による観測について記録しておか
なければならない。

第７章 雑則

（細則）
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続きそ
の他の細則は、別に定める。

※平成４年３月31日 制定 平成10年４月13日 一部改正

（参考１）瀬田川洗堰操作規則 ～平成4年3月制定～
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第１章 総則

（通則）
第１条 天ヶ瀬ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

（ダムの用途）
第２条 天ヶ瀬ダムは、洪水調節、水道用水の供給及び発電をその用途とす
る。

第２章 貯水池の水位等

（洪水）
第３条 洪水は、次の各号の一に該当する場合における当該流水とする。
一 流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が毎秒８４０立方
メートル以上のとき。
二 流入量が毎秒８４０立方メートル未満で、第１６条第２号に規定する２次
調節を行っているとき。

（洪水期及び非洪水期）
第４条 洪水期及び非洪水期は、次の各号に定める期間とする。
一 洪水期 ６月１６日から１０月１５日までの期間
二 非洪水期１０月１６日から翌年６月１５日目での期間

（水位）
第５条 貯水池の水位は、関西電力株式会社天ヶ瀬発電所（以下「発電所」
という｡）の取水施設に取り付けられた水位計の測定結果に基づき算出するも
のとする。

（常時満水位）
第６条 貯水池の常時満水位は、標高（Ｏ．Ｐ．を基準面とする。以下同
じ。）７８．５メートルとし、非洪水期（第３条各号に掲げるとき以外のと
きをいう。）に水位をこれより上昇させてはならない。

（サーチャージ水位）
第７条 貯水位のサーチャージ水位は、標高７８．５メートルとし、第１６
条の規定により洪水調
節を行う場合及び第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場
合には、水位をこれよ
り上昇させてはならない。

（制限水位）
第８条 洪水期における貯水池の最高水位（以下「制限水位」という。）は、
標高７２．０メートルとし、第１６条の規定により洪水調節を行う場合、第
１８条の規定により琵琶湖の水位低下のための操作が行われているときの流
水の放流を行う場合及び第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を
行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

（予備放流水位）
第９条 洪水期における予備放流水位は、標高５８．０メートルとする。

第３章 貯水池の用途別利用

（洪水調節等のための利用）
第10条 洪水調節は、洪水期においては標高５８．０メートルから標高７８．
５メートルまでの容量２０，０００，０００立方メートルを利用して行うも
のとする。
２ 洪水に達しない流水の調節は、洪水期においては標高７２．０メートルか
ら標高７８．５メートルまでの容量９，６８０，０００立方メートルを利用
して行うものとする。

（水道用水の供給のための利用）
第11条 水道用水の供給は、洪水期にあっては、標高５８．０メートルから
標高７２．０メートルまでの容量１０，３２０，０００立方メートル、非洪
水期にあっては標高５８．０メートルから標高７８．５メートルまでの容量
２０，０００，０００立方メートルのうち、最大６００，０００立方メート
ルを利用して行うものとする。

（発電のための利用）
第12条 発電は、洪水期にあっては標高６８．６メートルから標高７２．０
メートルまでの容量最大３，８００，０００立方メートル、非洪水期にあっ
ては標高６８．６メートルから標高７８．５メートルまでの容量最大１３，
４８０，０００立方メートルを利用して行うものとする。

第４章 洪水調節等

（洪水警戒体制）
第13条 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、京都地方
気象台又は彦根地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたと
きは、洪水警戒体制を執らなければならない。
２ 所長は、第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする
場合その他細則で定める場合には、洪水警戒体制を執ることができる。

（洪水警戒体制時における措置）
第14条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、
次に掲げる措置を執らなければならない。
一 近畿地方建設局、発電所その他細則に定める関係機関との連絡、気象及び
水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。二 ゲート並びにゲート
の操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他
ダムの操作に関し必要な措置。

（参考２）天ヶ瀬ダム操作規則 ～平成5年2月制定～
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（洪水に達しない流水の調節）
第19条 所長は、洪水期において、気象、水象その他の状況により必要がある
と認める場合には、洪水に達しない流水についても調節が行うことができる。

（洪水警戒体制の解除）
第20条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、
これを解除しなければならない。

（水位の上昇）
第21条 所長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要
がなくなったと認める場合には、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう
努めるものとする。

第５章 貯留された流水の放流

（貯留された流水を放流することができる場合）
第22条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある場合の
ほか、次の各号の一に該当する場合にダムから放流することができる。
一 非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を制限水位に低下させるとき。
二 第２９条の規定により、ゲートの点検又は整備を行うため特に必要がある
とき。
三 前２号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由があるとき。
２ 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒８４０立方メートル
とする。

（放流の原則）
第23条 所長は、ダムから放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位
の変動を生じないよう努めるものとする。

（放流量）
第24条 ダムから放流を行う場合の放流量は、この規則に特別の定めがある場
合にあっては、当該規定に定める水量、その他の場合にあっては流入量に相当
する水量からそれぞれ発電所の使用水量を控除した水量を超えてはならない。

(瀬田川洗堰から流水の正常な機能の維持等のための放流が行われている場合
の放流)
第25条 所長は、瀬田川洗堰からその下流の淀川の流水の正常な機能の維持並
びに水道用水及び工業用水の供給のための放流が行われている場合においては、
当該放流量に相当する水量から発電所の使用水量を控除した水量を下回らない
水量の流水をダムから放流しなければならない。

（予備放流）
第15条 所長は、洪水期において、水位が予備放流水位を超えている場合に、
洪水調節を行う必要が生ずると認めるときは、水位を予備放流水位に低下させ
るため、毎秒８４０立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行うも
のとする。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認めるときには、
当該限度にかかわらず、下流に支障を与えない限度の流量を限度として、ダム
から放流を行うことができる。

（洪水調節）
第16条 所長は、洪水期においては、次の各号に定める方法により洪水調節を
行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があ
ると認めるときは、この限りでない。
一 流入量が毎秒８４０立方メートル以上のとき（次号に掲げるときを除く）は、
毎秒８４０立方メートルの水量を放流すること。
二 流入量が毎秒８４０立方メートル以上で、かつ、減少し始めた時以後におい
て、枚方地点の水位（枚方水位観測所に設置された水位計の測定値をいう。以
下同じ。）が現に零点高（標高６．８６８メートルをいう。以下同じ。）＋４．
５メートルを超え、かつ、零点高＋５．３メートルを超えるおそれがあるとき
から、枚方地点の水位が低下し始めたことを確認するときまでは、毎秒１６０
立方メートルの水量を放流すること（以下「２次調節」という。）。ただし、
２次調節を行うために必要な貯水池容量が不足すると予測されるときは、その
開始を遅らせることができる。
三 ２次調節の後は、毎秒８４０立方メートルの水量を限度として、放流量が流
入量に等しくなる時まで放流すること。

（洪水調節等の後における水位の低下）
第17条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は第１９条の規定に
より洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が制限水位を超えて
いるときは、速やかに、水位を制限水位に低下させるため、毎秒８４０立方
メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、
気象、水象その他の状況により特に必要があると認めるときには、当該限度に
かかわらず、下流に支障を与えない限度の流量を限度として、ダムからの放流
を行うことができる。

（琵琶湖の水位低下のための操作が行われているときの流水の放流）
第18条 所長は、前条の放流の後において、瀬田川洗堰において琵琶湖の水位
低下のための操作が行われているときは、第１６条の規定にかかわらず、流入
量に相当する水量の流水をダムから放流することができる。
２ 前項の放流の後において、水位が制限水位を超えているときは、速やかに、
水位を制限水位に低下させるため、毎秒８４０立方メートルの水量を限度とし
て、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況
により特に必要があると認める場合には、当該限度にかかわらず、下流に支障
を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。

（参考２）天ヶ瀬ダム操作規則 ～平成5年2月制定～
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（放流量等の決定）
第26条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合には、発電所の使用水量
を確認して放流の時期及び放流量を決定しなければならない。
２ 所長は、前項の決定をしようとする場合において、当該ダムからの放流が
第２２条第１項又は第25条の規定による放流であるときは、あらかじめ発電
所に連絡するものとする。

（放流に関する通知等）
第27条 所長は、ダムから放流を行うことによって流水の状況に著しい変化
を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必
要があると認めるときは、細則に定めるところにより、関係機関に通知する
とともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。

（ゲートの操作）
第28条 ダムから放流を行う場合のゲートの操作については、細則で定める。
第６章 点検、整備等

（計測、点検及び整備）
第29条 所長は、細則で定めるところにより、ダム、貯水池及びダムに係る
施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなけれ
ばならない。

（観測）
第30条 所長は、細則で定めるところにより、ダムを操作するため必要な気
象及び水象の観測を行わなければならない。

（記録）
第31条 所長は、細則に定めるところにより、ゲートの操作、第２９条の規
定による計測、点検及び整備並びに前条の規定による観測について記録して
おかなければならない。

第７章 雑則

（細則）
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続そ
の他の細則は、近畿地方建設局長が定める。

（参考２）天ヶ瀬ダム操作規則 ～平成5年2月制定～
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